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＊お食事から宴会までご予算ご相談下さい 

 

  

レプス座    ヤオキ くらしてよかった湘南 

〒250-0011 小田原市栄町 1-1-9 
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   「外郎売（ういろううり）の口上研究会」は 2004 年に前代表 

のもと、発足しました。もともと演劇をやっていて舞台が大好きだった私

は、ぜひプロデュースをしたいと発足当時から加わり、現在では代表を務

めています。小田原で評判の「外郎」という薬を売るための口上が登場す

る「外郎売」という演目は、市川家歌舞伎十八番の１つで、立て板に水の

如しの早口言葉が聞き所。そのため演劇やアナウンサーを目指す人の滑舌

の題材としても有名です。私は、小田原の文化として、誇りとして、この

ような活動に携われていることに喜びと使命感を感じています。毎年、梅 

まつりなどのイベントに参加していますが、いつかお城でドーンとやり 

たいですね！ 

 

「外郎売の口上研究会」代表。小学２年生

から７０代の皆さんと楽しく活動中。 観光情報 

ＵＭＥＣＯからのお知らせ 

ボランティア募集情報 

行政からのお知らせ 
市民活動支援情報 

市民活動団体等からの情報 

他市の市民活動支援施設情報 

男女共同参画関連書籍、外国語の絵本や辞書等 

英字新聞 

国際交流に関する情報 

男女共同参画に関する情報 その他の様々な情報 

お知らせコーナーへの掲

示を希望される場合は、

受付にご相談ください。 

あ！じゃあその時は「森のなかま」が小田原産の材木

で舞台をつくりますよ！！ 

毎年８月に、小田原市民会

館大ホールで「外郎売の口

上大会」という発表会を開

催しています。ともに出演

する外郎太鼓も聞き応え充

分。ぜひご覧ください！ 

 

外郎売の口上研究会の 

ホームページはこちら 
http://uirouri.jp/ 

実現したらステキ！ 

「小田原森のなかま」会長。会員は現役メ

ンバーが多いため、活動は土日が中心。 

市民活動とは、市民の市民による市民のための活動です。営利や政

治・宗教などを目的とせず、社会や身の回りがより良くなるよう活動

する団体を市民活動団体と呼びます。 

UMECO は市民活動が輪のように広がり、つながり、

お互いに影響を与え合い、変化しながら大きくなっ

ていくことを応援しています。市民活動のご相談等

は、窓口までお気軽にどうぞ。 

   私たち「小田原森のなかま」は、放置された小田原の人工林の枝

打ち・間伐などの手入れをしています。活動を通して、1 本の木を倒すに

も人は１人じゃ何もできない、心を合わせた共同作業でお互いを支え合

っているから成し遂げられるんだな、ということを感じています。 

現場を提供してくださる方、活動に協力してくださる方、一緒に活動し

てくれる会員、理解を示してくれる家族、そんな皆さんに支えてもらっ

ていることが私自身の自信につながりました。そして、今度は私が誰か 

を支えたいというパワーになっています。 

今年度は間伐材の利用について考え、ベンチ作り 

に取り組んでいます。ボランティアとしてできるこ

とを探っていきます。会員募集中なので、興味のあ

る方はぜひこちらまで→ 0465-32-1823
※19 時以降に 

子育てほっとサロン 
１２月２１日(水)にＵＭＥＣＯで開催された「第１３回子育てほっとサロン～木のコマづくりワーク

ショップ～」の様子をご紹介します！ 

前半は、小田原市農政課職員による環境問題の紙芝居

と、小田原の間伐材を使ったコマづくり。「この地域で

子育てをする母親として、環境に対しての知識を深める

ことができた」と、ママたちに好評でした。 

後半のクリスマス会では、手遊びゲームや、ママ同士の

おしゃべりタイムで“つながり”もでき、楽しいひとと

きとなりました。 

ママも、子どもたちも、楽しくくつろげる「子育てほっ

とサロン」は毎月第３水曜日１０時に開催しています！

ぜひお気軽にご参加ください☆ 

お友だちできたよ♪ 

コマづくり楽しいね♪ 

ＵＭＥＣＯでは、皆さんにとってより使いやすい施設になるよう、次のとおり運用しています。 

中央の「透頂香」は、市民活動をする中でつながっ

た、養真（堤千恵子）さんの書です 

①当日予約がインターネットから可能に 
これまで当日予約は来館手続きをお願いしておりましたが、会議室・活動エリアともに、公共施設

予約システムからご自身で当日予約ができるようになりました。 
 

②利用日数について 
多くの皆さんにご利用いただきたいことから、原則、会議室は月６日まで、活動エリアは

月５日までと予約数を制限していますが、空き状況によって、会議室は利用日２ヶ月前、

活動エリアは利用日１ヶ月前から制限を超えた予約が可能です（窓口にお越しください）。 


